
災害医療対策事業等実施要綱

第 1 災害拠点病院整備事業

1 目的

この事業は、次の災害医療支援機能を有 し、 24時間対応可能な救急体制を確保す

る災害拠点病院 (基幹災害医療センター及び地域災害医療センターをい う。以下同

じ。)を整備す ることにより、災害時の医療を確保することを目的 とする。

(1)多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医

療を行 うための高度の診療機能

(2)患者等の受入れ及び搬出を行 う広域搬送への対応機能

(3)自 己完結型の医療救護チームの派遣機能

(4)地域の医療機関への応急用資器材の貸出し機能

2 事業の実施主体

都道府県又は都道府県知事の要請を受けた災害拠点病院で厚生労働大臣が適当と認

めるものの開設者 とす る (た だ し、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)。

3 設置方針

(1)基幹災害医療センター

原員Jと して各都道府県に一か所設置するものとする。

(2)地域災害医療センター

原則 として二次医療圏に一か所設置するものとする。

4 事業内容

(1)災害拠点病院 として、必要な施設を整備するものとする。

ア 病棟 (病室・集中治療室等)、 救急診療に必要な診療棟 (診 察室、検査室、エッ

クス線室、手術室、人工透析室等 )、 災害時における患者の多数発生時に対応可

能な居室等及び簡易ベ ッド等の備蓄倉庫

イ 診療に必要な施設は耐震構造であること。

ウ 電気等の生活必需基盤の維持機能

工 基幹災害医療センターにおいては、災害医療の研修に必要な研修室

オ 原則 として、病院敷地内にヘ リコプターの離発着場 を有すること。

やむなく病院敷地内に離発着場の確保が困難な場合は、病院近接地に非常時に

も使用可能な離発着場を確保すること。
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(2)災害拠点病院として、必要な診療設備等を整備するものとする。

ア 広域災害・救急医療情報システムの端末

イ 多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命

医療を行 うために必要な診療設備

ウ 患者の多数発生時用の簡易ベッド

エ 被災地における自己完結型の医療救護に対応できる携行式の応急用医療資器材、

応急用医薬品、テント、発電機等備

第 2 地震防災対策医療施設耐震整備事業

1 目的

この事業は、医療施設の耐震化又は補強等を行 うことにより、地震防災対策又は土

砂災害の防止のための対策の強化・推進を図ることを目的とする。

2 事業の実施主体

(1)医療施設耐震化施設整備事業

平成 7年に施行 された地震防災特別措置法第 2条に基づいて、都道府県知事が作

成 した 5箇年計画に定められた地震防災上緊急に整備すべき医療施設の開設者 と

する (ただ し、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)。

(2)医療施設土砂災害防止施設整備事業

平成 10年度に建設省 より実施 された 「災害弱者関連施設に係 る土砂災害緊急点

検調査」 (平成 10年 9月 3日 建設省河砂発第 44号、建設省河傾発第 62号通知)

において調査対象 となった、土石流危険区域、地すべ り危険箇所、急傾斜地崩壊危

険箇所又は土砂災害注意区域若 しくは危険地域等の範囲を外れる場合でも土砂災

害の影響が及ぶ可能性があると認められる地域に所在する医療施設の開設者 とす

る (た だ し、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)。

3 事業内容

(1)医療施設耐震化施設整備事業

補助対象医療施設に対 して行 う地震防災上緊急に整備すべき耐震化整備 とする。

(2)医療施設土砂災害防止施設整備事業

補助対象医療施設に対 して行 う下記に掲げる整備 とする。

ア 外壁の補強

イ 防護壁の設置

ウ その他土砂による災害の防止に必要な施設整備
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1 目的

この事業は、医療施設の耐震化又は補強等を行 うことにより、地震発生時において

適切な医療提供体制の維持を図ることを目的とする。

2 事業の実施主体

(1)救命救急センター、病院群輪番制病院、小児救急医療拠点病院、小児救急医療支

援事業参加病院、共同利用型病院、及びその他災害時における医療の提供に必要な

医療機関であると厚生労働大臣が認めるものの開設者 (た だ し、地方公共団体、地

方独立行政法人、 日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同

組合連合会及び社会福祉法人北海道社会事業協会を除く。)。

なお、災害時における医療の提供に必要な医療機関とは、原則 として第二次救急医

療施設 として必要な診療機能を有するものとする。

(2)構造耐震指標である Is値が0.3未満の建物を有する病院の開設者 (ただし、地方

公共団体及び地方独立行政法人を除 く。)。

3 事業内容

補助対象医療施設に対 して行 う地震防災上緊急に整備すべき耐震化整備 とする。

4 交付条件

構造耐震指標でル)る Is値が 0.3未満の建物を有する病院の新築建替えを行 う場合

は、整備区城の病棟の病床数を 10%以 上削減 し、そのまま病院全体の医療法の許可

病床数を肖J減すること。ただ し、都道府県の医療計画_11病床非過乗1地域においては、

病床削減を′∠、要とし/k・ いが、増床を伴 う整備計画でないこと。

第 4 NBC災 害 。テロ対策設備整備事業

1 目的

この事業は、NBC(核 ・生物剤・化学剤)災害及びテロの発生時において、医療

機関による円滑な医療活動が実施できるよう、災害・救急医療提供体制の整備を図る

ことを目的 とする。

2 事業の実施主体

都道府県の医療計画等に基づき、都道府県若 しくは都道府県知事の要請を受けた救

命救急センター、災害拠点病院であって厚生労働大臣が適当と認めるものの開設者 と

する。

3 事業内容

NBC災 害の被害者の診断等に必要な次の機器を救命救急センター、災害拠点病院

０
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に整備する。

(1)表面汚染測定器、線量率測定器及び線量汲J定器

(2)化学防護服、防毒マスク等の防護用品

(3)簡易毒劇物検査キッ ト

(4)除染設備

(5)化学物質中毒解析機器

(6)携帯型生物剤検知装置又は携帯型生物剤捕集器

第 5 医療施設耐震化促進事業

1 目的

この事業は、各医療機関における耐震診断に要する経費を補助することにより、耐

震診断の実施を促進 し、設置者に対する医療施設の耐震化への意識を高めることによ

り、安全性の向上 と震災時における医療体制の確保を図ることを目的 とする。

2 事業の実施主体

耐震化整備が未実施な救命救急センター、病院群輪番制病院、小児救急医療拠点病院、

小児救急医療支援事業参加病院、共同利用型病院、及びその他災害時おける医療の提供

に必要な医療機関であると厚生労働大臣が認 める ものの開設者 とす る (た だ し、地

方公共団体、地方独立行政法人、 日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国

厚生農業協同組合連合会及び社会福祉法人北海道社会事業協会を除 く。 )。

なお、災害時における医療の提供に必要な医療機関とは、原則 として第二次救急医療

施設 として必要な診療機能を有するものとする。

3 事業内容

(1)ア  「建築物の耐震改修の促進に関する法律第二条の規定に基づ く特定建築物の

耐震診断及び耐震改修に関する指針」 (平成 7年 12月 25日 建設省告示第 2

089号 )

イ 財団法人 日本建築防災協会刊行の 「既存壁式プ レキャス ト鉄筋 コンクリー ト

造建築物の耐震診断指針」のいずれかに基づき耐震診断を行 うものとする。

(2)コ ンクリー ト強度調査を実施するものとする。

4 報告義務等

耐震強度不足 と診断された医療機関については、診断結果報告書を受けてから6

月以内に各都道府県を経由の うえ、医政局指導課長宛に中長期的な改善計画書を提

出すること。 (任意様式 )
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第 6 DMAT事 務局等事業

1 目的

この事業は、DMATの 技能維持、資質の向上を図ると共に、地震等大規模災害

発生時には、厚生労働省、被災都道府県等 とDMATの 運用調整等を実施する。また、

災害医療の専門家が、速やかにヘ リコプターに 1り 被災地に出動 し、被災地の医療に

係る被害状況を把握 し、被災都道府県や消防機関等の関係機関と連携 し、情報の共有

を図ることにより、迅速かつ適切な医療の確保を図ることを目的とする。

2 補助対象

独立行政法人国立病院機構災害医療センター (以 下 「災害医療センター」 とい う。)

とする。

3 事業内容

(1)DMAT事 務局事業

ア 災害医療センターは、DMAT事 務局を設置するものとし、

(ラ
')平常時は、日本DMAT検 討委員会の運営、 日本 DヽlAT隊 員養成研修及び

統括「)NIA T研修の企画、DヽlAT技能維持研修の企画及び実施、DNIAT隊
員の管理 (新規DMATの 登録及び隊員登録証の更新を含む)等

(イ )災害発生時は、被災都道府県との連絡調整、被災都道府県内の災害拠点病院

とのi菫 絡 lllp3整、全国のDMA・「 隊員への情報提供、活動するDMAT隊 員への

支援等

を

`予

うもσ)と ~l~る
。

(2)医療調査ヘ リコプター運営事業

ア 原則 として、以下の場 合に実施するものとする。

(ア)東京 23区内で、震度 5強以上の地震が発生 した場合、又はそれ以外の地域

で震度 6弱以上の地震が発生 した場△
″ rll

(f)大津波 (高 さ 3メ ー トル以上)が発生 した場合

(ウ)東京捜索救難区で、客席数 50以上の航空機 (外国籍を含む。)の墜落事故

が発
`Lし

た場合

(工)厚生労働省の要請又は被災地の被害状況等か ら本事業を実施する必要がある

と災害医療センターが判陶iし た場合

イ 出動範囲は、原則として全国とし、災害医療センターから直接ヘ リコプターに

より被災地に出動することが ll・ IЩlな場 合は、必要に応 じ被災地の最寄 りの運航会

社の離発着場まで空路、鉄路等を使用 して移動 した_Lでヘ リコプターを使用する

もの とする。

ウ 本事業に使用するヘ リコプターについては、彼災地の状況により、必要に応 じ、

患者、災害派遣医療チーム (以下 「DMAT」 とい う。)等の搬送にも使用でき
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るものとする。
エ ヘ リコプターの出動及び搬送については、災害医療センターの判断により行わ

れるものとする。

オ 被災地においては、被災都道府県等の災害対策本部との連携の下、医療に係る

被害状況の把握、被災都道府県への医療提供体制の確保やDMAT派 遣要請に係

る助言、派遣されたDMATの 指揮、消防等関係機関との調整等を行 うものとす

る。

力 本事業の実施に際し、災害医療センターは随時、厚生労働省へ情報を提供しな

ければならない。

キ 本事業においては、必要に応じてヘ リコプターを使用して実地副1練を行 うもの

とする。

ク 本事業の実施に当たつては、あらかじめ運航会社とヘ リコプターの優先的提供

等に関する協定を締結するものとする。

第 7 防災訓練等参力日支援事業

1 目的

この事業は、毎年 「防災の日」 (9月 1日 )に大規模地震を想定して実施される広

域医療搬送実働訓練や武力攻撃事態等の突然発生する事態に際して的確かつ迅速に

国民保護のための措置を実施するために行われる訓練など国又は国と地方公共団体

との合同で実施される防災訓練等へのDMATの 参加を促進することを目的とする。

2 事業の実施主体

都道府県からDMAT指 定医療機関として指定を受けた病院の開設者及び都道府県

とする。

3 事業内容

(1)国又は国と地方公共団体との合同で実施される防災訓練等へDMATが 参カロする

ものとする。

(2)訪1練等への参カロに当たつては、厚生労働省から協力依頼を受けるものとする。

第 8 DMAT活 動支援事業

1 目的

この事業は、災害発生時に被災都道府県等から派遣要請を受けたDMATが 、被災地

における、災害現場での医療、病院支援(患者搬送等の災害急性期での医療の確保のた

めの活動を有機的かつ効果的に実施支援することを目的とす る。
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2 事業の実施主体

者6道府県か らDMAT指 定医療機関として指定を受けた病院の開設者及び被災都道

府県等から要請を受けた都道府県 とす る。

3 事業内容

(1)DMATの 派遣は、被災都道府県からの要請に基づ くことを原則 とする。

(2)厚生労働省は、必要に応 じて被災都道府県に代わつてDMATの 派遣要請ができ

る。

(3)本事業に要する費用については、被災地に災害救助法 (昭和 22年法律第 118
号)が適用 された場合は、同法第 33条による支弁を優先するものとする。

第 9 DMAT訓 練事業

1 目的

この事業は、DMATが 地方ブロックごとに実災害を想定した訓練を実施 し、平常

時より他機関との地域の特性を勘案 した出動体制、災害現場活動等について連携強化

を図ることを目的とする。

2 補助対象

都道府県

3 事業内容

(1)地方ブロックごとに協議 した上で、災害訓練を実施する都道府県を決定する。

(2)決定された都道府県において、地方ブロック内のDMATが 自衛隊、消防機関、

警察等 と連携 して災害訓練を行 うものとする。
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周産期医療対策事業等実施要綱

第 1 周産期医療対策事業

1 目 的

この事業は、診療体制の整備された分娩環境や未熟児に対する最善の対応な

ど、充実 した周産期医療に対する需要の増加に応えるため、地域において妊娠、

出産から新生児に至る高度専門的な医療を効果的に提供する、総合的な周産期

医療体制を整備 し、安心 して子 どもを生み育てることができる環境づ くりの推

進を図ることを目的 とする。

2 事業の実施主体

この事業の実施主体は、都道府県とする。

3 事業内容

(1)周 産期医療協議会の設置

ア 都道府県は、関係行政機関、医療関係団体等をもって構成する周産期医

療協議会を設置するものとする。

イ 周産 jサ1医 療協議会においては、次に掲げる 3Jl項 に関し、地域の実情に応

じて検討及び lpJ議を行 うものとする。

(ア)周 産期医療体制に係る調査分析に係る事項

(イ)周 産期医療体制整備計画に関する事項

(ウ)母体及び新生児の搬送及び受入れ (県域を越 えた搬送及び受入れを含

む。)に 関する事項

(工)総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターに関す

る事項

(オ)周 産期医療情報センター (周 産期救急情報システムを含む。)に 関す

る事項

(力)搬送コーディネーターに関するFli項

(キ)地域周産期母子医療センターその他の地域における周産期医療に関連す

る病院、診療所及び助産所 (以下、「地域周産期医療関連施設」とい

う。)等の周産期医療関係者に対する研修に関する事項

(ク)そ の他周産期医療体制の整備に関 し必要な事項

なお、総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センターにつ

いては、次の「 4 月産り

']医

療体制整備に係る基本方針」においてこれを

定める。
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(2)周 産期医療ネッ トワーク事業

ア 都道府県は、周産期医療の運営に必要な情報の収集を行い、周産期医療

体制整備の効果的な推進を図る。また、総合周産期母子医療センター等に、

周産期医療情報センターを設置 し、総合周産期母子医療センター、地域周

産期母子医療センターその他の地域周産期医療関連施設等 と通信回線等を

接続 し、周産期救急情報システムを運営するものとする。

イ 周産期医療情報センターは、次に掲げる情報を収集 し、関係者に提供す

るもの とする。

(ア)周産期医療に関する診療科別医師の存否及び勤務状況

(イ)病床の空床状況

(ウ)手術、検査及び処置の可否

(工)重症例や産科合併症以外の合併症による母体救急患者の受入れ可能状況

(オ)救急搬送に同行する医師の存否 (迎 え搬送の可否等 )

(力)そ の他地域の周産期医療の提供に関し必要な事項

ウ 情報収集・提供の方法

電話、 FAX、 コンピューター等適切な方法により情報を収集 し、関係

者に提供するもの とする。

工 地域周産り91医 療関連施設等か らの 1用 い合わせに対 して医療技術並びに適

切な受入施設の選定、確認及び回答等の情報提供を行 う。

オ 救急医療情報システムとの連携

周産期救急情報システムについては、救急医療情報システム との一体的

運用や相互の情報参照等により、救急医療情報システム と連携を図るもの

とする。 また、周産期救急情報システムと救急医療情報システムを連携さ

せることにより、総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療セン

ターその他の地域周産期医療関連施設、救命救急センター、消防機関等が

情報を共有できる体制を整備することが望ましい。

(3)相談事業

部道府県は、周産期医療情報センター等に専門相談員を配世1し 、地域周産

期医療関連施設等からの相談に応 じるとともに、医療専門情報誌やパンフレ

ッ ト等を用いた普及啓発を図るもの とする。

(4)周 産期医療関係者研修事業

ア 都道府県は、地域周産期医療関連施設等の医師、助産師、看護師、搬送

コーディネーター、 NICU入 院児支援コーディネーター (以下、「支援コ

ーディネーター」とい う。)等に対 し、地域の保健医療関係機関・団体等 と
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連携 し、総合周産期母子医療センター等において必要な専門的・基礎的知

識及び技術を習得させるため、到達 目標を定め研修を行 うもの とする。

イ 到達 目標の例

(ア)周産期医療に必要 とされる基本的な知識及び技術の習得

(イ )緊急を要する母体及び新生児に対する的確な判断力及び高度な技術の習

得

ウ 研修の内容の例

(ア)産科

a 胎児及び母体の状況の適切な把握 と迅速な対応

b 産科ショックとその対策

c 妊産婦死亡 とその防止対策

d 帝王切開の問題点

(イ)新生児医療

a ハイ リスク新生児の医療提供体制

b 新生児関連続計・疫学データ

c 新生児搬送の適応

d 新生児蘇生法

e ハイ リスク新生児の迅速な判断

f 新生児管理の実際

g 退院後の保健指導、フォローアップ実施方法等

(ウ )そ の他

a 救急患者の緊急度の判断、救急患者の搬送及び受入ルール等

b 他の診療科 との合同の症例検討会等

(5)周 産期医療調査・ 研究事業

ア 都道府県は、イに掲げる事項について調査 し、この調査結果に基づきウ

に掲げる事項について研究を行 うもの とする。また、この調査及び研究の

結果について、都道府県は、住民に公表するとともに、周産期医療協議会

に報告 し、周産期医療体制の整備に係る検討に活用するものとする。

イ  l私」査 J珂i

(ア )母子保健関連指標 (必要に応 じて妊娠週数別 )

(イ )医療資源・連携等に関する情報

(ウ)そ の他周産期医療体制の整備に関 し必要な事項

ウ 研究事項

(ア)母体及び新生児の搬送及び受入れ (県域を越えた搬送及び受入を含

む。)に関する現在の 1呂J題点並びに改 善策

(イ)周産期救急情報システムの効果的な活用方法及び周産期救急情報システ
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ムと救急医療情報システム との連携方法

(ウ)産科合併症以外の合併症を有する母体への救急医療等における周産期医

療に関する診療科間の連携体制

(工 )周 産期医療に関する医療圏間の連携体制 (県域を越えた広域の連携体制

を含む。 )

(オ)地域周産期医療関連施設等の周産期医療関係者に対す る効果的な研修

(力)その他周産期医療体制の整備に関する必要な事項

(6)NICU入 院児支援事業

ア 都道府県は、新生児集中治療室 (以下「NICU」 とい う。)、 NIC
Uに併設された回復期治療室 (以下「 GCU」 とい う。)等に長期入院し

ている児童について、その状態に応 じた望ましい療養・療育環境への円滑

な移行を図るため、支援 コーデイネーターを配置する。

イ 支援コーデイネーターの業務は以下のとお りとする。

(ア)必須の業務

NICU、 CCU等 の長期入院児の状況把握及び現在入院中の医療機関

と望 ましい移行先 (他 医療施設、療育施設・ 福祉施設、在宅等)と の連携

・ 調整、在宅等への移行に際する個々の家族のニー ドに合わせた支援プロ

グラムの作成並びに医療的・ 福祉的環境の調整及び支援、その他
ti/Jま しい

療育・療養環境への移行に必要な事項を行 う。

(イ)支援コーデイネー ターは、必要に応 じ、移行後の緊急時に備えた救急医

療機関・専門的医療機関 との連携を行 う。

ウ 支援コーディネーターは、新生児医療、地域の医療施設、訪問看護ステ

ーシ ョン、療育施設・ 福祉施設、在宅医療・福祉サー ビス等に精通 した看

護師、社会福祉士等が行 うもの とする。

(7)搬送 コーデ イネーター事業

ア 都道府県は、医療機関相互の連携を強化するため、受入妊婦・新生児の

病状に応 じた専門病院等の搬送先を調整・確保するため「搬送 コーディネ

ーター」
.を

総合周産 ;サ]母子医療センター、周産期医療情報センター、救急

医療情報センター等に配置する。

イ 搬送 コーデイネー ターの業務は以下のとお りとする。

(ア)医療施設又は消防機関から、母体又は新生児の受入施設の調整の要請を

受け、受入医療施設の選定、確認及び回答を行 うこと。

(イ)医療施設か ら情報を積極的に収集 し、情報を更新するな ど、周産期救急

情報システムの活用推進に努めること。

(ウ)必要に応 じて住民に医療施設の情報提供を行 うこと。
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(工)その他母体及び新生児の搬送及び受入れに関 し必要な事項

4 周産期医療体制整備に係る基本方針

都道府県における周産期医療体制の整備に当たっては、平成 22年 1月 26
日医政発 0126第 1号厚生労働省医政局長通知「周産期医療の確保 につい

て」の別添 2「周産期医療体制整備指針」 (以下「整備指針」 とい う。)に従

い、周産期医療供給体制の現状、今後の周産期医療需要の推移等地域の実情を

十分勘案 しつつ、関係者の意見を十分踏まえた上で作成される周産期医療体制

整備計画に基づき行 うものとする。

第 2 小児医療施設整備事業

1 目 的

この事業は、小児疾患、新生児疾患の診断、治療を行 う医療施設を整備 し、

地域における小児医療水準の向上に資することを目的 とする。

2 事業の実施主体

本事業の実施主体は、都道府県の医療計画等に基づき、都道府県知事の要請

を受けた病院の開設者 とする (た だし、地方公共団体及び地方独立行政法人を

除 く。 )。

3 整備基準

(1)施 設

小児医療施設 として診療棟、小児専用病棟、 NICU等 必要な部門を設け

るものとする。

(2)設 備

ア 小児医療施設 として必要な医療機器等を整えるものとする。

イ NICUを 設置する場合には、同室について 24時間診療体制を確保す

るとともに、必要な職員を配置するほか、次の設備を整えるもの とする。

(ア)新生児用呼吸循環艦視装置

(イ)新生児用人工換気装置

(ウ)保育器

(工)そ の他新生児集中治療に必要な設備

(3)小児総合病院

ア 小児専用病棟の病床数は、おおむね 100床以上 とすること。

イ 小児科、小児外科又は外科のほか、」ヽ児の総合的な診療に必要な診療科

を設置するとともに次の設備等を原則 として備えるものとする。
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(ア)プ レイルーム、学習室及び家族の控え室の設置。

(イ)病 棟への保育士の配置。

ウ 上記のほか、病室について 1人当た りの充分な面積を確保するなど児童

の療養環境の整備に努めること。

第 3 周産期医療施設整備事業

1 目 的

この事業は、妊婦のうち特に危険度の高い者を対象 として、出産前後の母体、

胎児及び新生児の一環 した管理を行 う母体・ 胎児集中治療管理室 (以下「MF

ICU」 とい う。)を整備することによ り、専門的な周産期医療体制の整備を

図ることを目的 とする。

2 事業の実施主体

本事業の実施主体は、都道府県の医療計画等に基づき、都道府県知事の要請

を受けた病院の開設者 とする (た だし、地方公共団体及び地方独立行政法人を

除 く。 )。

3 運営方針

(1)周 産期医療施設は、産科医療施設等からの転送患者を受け入れるものとす

る。

(2)周 産期医療施設は、原則 としてNICUを 併設するものとする。

4 整備基準

(1)周 産期医療施設は、切迫早産、前期破水等母体疾患又は胎 児疾患等により

搬送 された母体、胎児の集中治療を行 うために必要な診療機能 とともに、収

容のための病床を有するものとする。

(2)周 産期医療施設は、 24時間診療体制を確保 し、MFICUを 運営するた

めに必要な職員を配置するもの とする。

(3)施設及び設備

ア 施 設

周産期医療施設 として必要な周産期専用病棟 (MFICUを 含む。)を設

けるもの とする。

イ 設 備

(ア)周 産期医療施設 として必要な医療機器等を整えるもの とする。

(イ)MFICUに は、次の設備を整えるものとする。

a 分娩監視装置
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第 4

1

(

b 呼吸循環監視装置

c 超音波診断装置

d その他母体・ 胎児集中治療に必要な設備

(ウ)医師の管理のもとに母体又は新生児を搬送するために必要な患者監視

装置、人工呼吸装置等の医療器械を搭載 した ドクタニカーを、整備する

ことができるもの とする。

周産期母子医療センター運営事業

目的

1)こ の事業は、周産期母子医療センターヘの補助 として、整備指針に従い作

成される周産期医療体制整備計画に記載された周産期母子医療センターの診

療機能、病床数及び過酷な勤務状況にある医師、看護師等の確保や処遇改善

等に必要な周産期母子医療センターの充実強化について迅速かつ着実に推進

することを 目的 とする。

2)周 産期母子医療センターにおいて、産科、小児科、麻酔科、救急医療の関

連診療科 (脳 神経外科、循環器内科、心臓血管外科等)を有 し、救命救急セ

ンターを併設 し、必要な設備人員を備え、 24時間体制で受け入れる体制を

整えることにより、産科合併りli以外の合併症に対する対応の強化を目的とす

る。

3)搬送受入促進事業は、妊婦 。新生児の受入れを促進するため、総合周産期

母子医療センター及び地域周産期母子医療センターにおいて、開業医等の lF/J

力を得て、夜間、休 日等に近隣の医師等が勤務 し、妊婦 0新 生児の受入の促

進を図ることを目的 とする。

4)必要に応 じ、麻酔科医を確保するものとする。

5)必要に応 じ、臨床心理士等の臨床心理技術者を確保するものとする。

(

(

2 実施主体

この事業の実施主体は、整備指針に従い策定される周産期医療体制整備計画

に基づき指定又は認定された周産期母子医療センターを対象 とする (た だし、

独立行政法人、国立大学法人を除 く。)。

なお、MFICU、 NICU、 GCUの いずれかの病床が実質稼働または稼

働を予定を している場合に限る。

3 運営方針

整備指針及び周産期医療体制整備計画に定めるところによる。
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4 整備基準

整備指針及び周産期医療体制整備計画に定めるところによる。

第 5 新生児医療担当医確保支援事業

1 目的

この事業は、医療機関におけるNICU(診 療報酬の対象 となるものに限

る。)に おいて、新生児医療に従事する医師に対 して、新生児担当手当等を支

給することにより、過酷な勤務状況にある新生児医療担当医の処遇改善を図る

ことを 目的 とする。

2 実施主体

この事業の実施主体は、都道府県、市町村、公的団体及び厚生労働大臣が適

当と認める者を対象とする。

3 運営方針

以下の要件を満たすもの又はこれに準ずるものと都道府県知事が判断 し、厚

生労働大臣が適当と認めたものを対象 とする。

就業規 )‖ 及びこれに類するもの (ヵi:用 契約等)に おいて、 NICUに おいて

新生児医療に従事する医師に対 し、 NICUに 入院する新生児に応 じて支給さ

れる手当 (新生児担当医手 当等)つ いて明記 していること。

なお、個人が開設する病院においては、開設者本人への手 当の計上が会計上

困難であることから、雇用する新生児医療担当医に対する手 当ての支給につい

て、雇用契約等に明記 しているな ど、各都道府県知事が適当と認める場合は開

設者本人 についても対象 とする。

第 6 地域療育支援施設

1 目的

この事業は、 NICUや GCUに 長期入院 している又は同等の病状を有する

気管切開以上の呼吸管理を必要 とする小児 (以下、「NICU等 長期入院児」と

い う。)について、在宅療養等 との間に中間施設 として地域療育支援施設を設

置することにより、 NICU等 の満床の解消を図るとともに在宅療養等への円

滑な移行を促進することを目的 とする。

2 実施主体

地域療育支援施設運営事業の実施主体は、都道府県、市町村、公的団体及び
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厚生労働大 臣が適当と認める者を対象 とする。

地域療育支援施設整備事業の実施主体は、公的団体及び厚生労働大臣が適当

と認める者を対象 とする。

3 運営方針

(1)地域療育支援施設は、NICU等 長期入院児が円滑に在宅医療等へ移行

し、家族 とともに生活をしてい く上で必要な知識・技術を取得するための

訓練等を行 うものとする。

(2)地域療育支援施設は、人工呼吸管理、栄養管理、呼吸理学療法を含む リ

ハ ビリテーション、必要に応 じて感染・輸液管理を行 うために必要な診療

機能を有するものとする。

(3)NICU等 長期入院児の在宅医療等への移行及びその後又は同等の援助

が必要な小児が自宅等で急性増悪 したときに常時受け入れる体制を整備す

るもの とする。

4 整備基準

(1)地域療育支援施設は、原則 として以下の常勤職種から構成される医療チ

ームを設けること。

ア 小児科医師 (小児神経科医師が望 ましい。 )

イ 看護師

ウ 理学療法士 (小児専任が望ましい。 )

工 社会福祉士 (ソ ーシャルワーカー )

オ 臨床心理士等の臨床心理技術者

力 臨床工学技士

ただ し、看護師は当該施設内専従 とするが、その他は院内兼務でも可 とす

る。 また臨床心理士等の臨床心理技術者は非常勤でも可 とする。

(2)呼吸管理に習熟 した小児科医が常時院内にいること。

(3)施設責任者は日本小児科学会指導医等であること。

(4)訪間看護施設 と連携ができていること。

(5)施設・ 設備

専用病床を 2床以上 (10床以内)有すること

地域療育支援施設として必要な呼吸管理を行 うための医療機器 (病床分

の人工呼吸器、呼吸・循環モニター及び酸素・空気・吸引の中央配管)等
及び家族がスムーズに在宅医療等へ移行できるように家族同室で指導でき

る個室を備えるものとする。
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第 7 日中一時支援事業

1 目的

この事業は、 NICU等 長期入院児の在宅医療中の定期的医学管理及び保護

者の労力の一時支援を 目的 とする。

2 実施主体

この事業の実施主体は、都道府県、市町村、公的団体及び厚生労働大臣が適

当と認める者を対象 とする。

3 運営方針

(1)在宅等に移行 した NICU等 長期入院児等を保護者の要請に応 じて、一

時的に受け入れるもの とする。

(2)人工呼吸管理、栄養管理、呼吸理学療法を含む リハビリテーション、必

要に応 じて感染・ 輸液管理を行 うために必要な診療機能を有するものとす

る。

4 整備基準

(1)以下の常勤職種か ら構成される医療チームを有すること。

ア 小児科医師 (呼 吸管理に習熟 した小児科医を含む )

イ 看護師

ウ 小児に精通 した理学療法士

工 臨床工学技士

ただし、院内兼務でも可 とする。

(2)訪問看護施設 と連携ができていること。

(3)施 設・設備

呼吸管理を行 うために医療機器 (病床分の人工呼吸器、呼吸 0循環モニ

ター及び酸素・空気・吸引の中央配管)等を備えるもの とする。
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